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友だち登録していただくと、村からの情報がプッシュ通知で届きます！

ＬＩＮＥアプリから東通村または、ID：＠vill.higashi

で検索いただくと公式アカウント欄に出てきます。

右のQRコードからご登録いただけます。

在職者訓練受講生募集 「第二種電気工事士

学科試験事前講習 （上期）」

受講期間　4月１4日（月）・１6日（水）・

１7日（木）・2１日（月）・23日（水）・

24日（木）　6日間

受講時間　１８～2１時（3時間×6日間

＝１８時間）

募集期間　3月１2日（水）８時3０分～

26日（水）１7時

受講場所　青森県立むつ高等技術専門校

応募資格　在職者で第二種電気工事士学科

試験の受験を予定している方

募集定員　１5名

受講料　１，6００円

※指定するテキストは各自準備

（2，０９０円）

申込方法　「受講申込書」を当校ホームペー

ジよりダウンロードし、必要事項を記入

の上、ＦＡＸで申込みください。

≪お問合せ先≫

青森県立むつ高等技術専門校

むつ市文京町 3１－１

☎０１75－24－１234

ＦＡＸ０１75－24－１25０

担当　氣仙・佐藤

Ｂ型肝炎訴訟 無料電話相談会

日時　3月１5日（土）１０～１８時

内容　Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団が、Ｂ

型肝炎訴訟について、弁護士による無料

電話相談を行います（通話料はかかります）

対象　Ｂ型肝炎患者又はそのご家族（患者

が亡くなっている場合は、その相続人）

電話相談の番号

☎０22－224－5０6１ 

☎０22－224－5０62

予約不要です。

電話相談会日時に直接お電話下さい。

≪お問合せ先≫

Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団事務局

（小野寺友宏法律事務所内）

☎０１2０－76－０１52

＜Ｂ型肝炎訴訟とは？＞

幼少時の集団予防接種により、Ｂ型肝炎

に感染したと認められる患者に対し、病態

に応じて5０万円～36００万円の給付金

等が支払われる制度です。ただし、給付を

受けるためには、国を相手に訴訟をして証

拠に基づき救済要件に該当することを確認

したうえで国と和解等をする必要があります。

令和７年４月から建築物に関するルールが

大きく変わります！

令和7年4月以降に工事に着手する場合

の主な変更内容は以下のとおりです。これ

から建築行為を予定されている方は十分ご

留意ください。

すべての新築で省エネ基準適合を義務化

①省エネ適合判定手続きが必要になります。

②仕様基準で評価する場合、省エネ適合性

判定は不要です。

木造戸建住宅等の建築確認手続き等を見直し

①都市計画区域外で「建築確認」が必要な

対象範囲を拡大します。

②構造によらず、階数2以上または延べ

2００㎡超の建築物は建築確認の対象と

なります。

③「審査省略」の対象範囲を限定します。

④構造・省エネ関連の図書等の提出が必要

になります。

＜お問合せ先＞

下北地域県民局 建築指導課　

☎０１75－22－８5８１（内線

4０2）

または依頼する建築士まで


